
投票日

▲

４月12 日㈰ 投票時間

▲

午前７時から午後８時まで

投票は　みんなにできる　まちづくり

期日前投票
及び

不在者投票

点 字 投 票

代 理 投 票

手 話 通 訳

そ  の  他

詳しくは茨木市選挙管理委員会におたずねください。

投票日に仕事や用事のあるかたは、４月１１日まで（午前９時から午後８時まで）の間（土曜日を含む。）、茨木市役所南館１階
交流コーナー（午前８時３０分から午後８時まで）、生涯学習センター（午前９時から午後8時まで）、イオンモール茨木（午前９時から
午後８時まで）で期日前投票ができます。
入場整理券の裏面にある期日前投票宣誓書に、必要事項をご記入の上、ご持参ください。
なお都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院入所中のかたは不在者投票ができます。

視覚に障がいのあるかたは、点字で投票できます。投票所の係員にお伝えください。

病気やけがなどで字が書けないかたは、係員が代わって投票を記載する代理投票の制度があります。投票所の係員にお伝えくだ
さい。

投票日に投票所において手話通訳が必要なかたは、事前に茨木市選挙管理委員会にお伝えください。

発熱や風邪の症状により、投票に不安のあるかたは、茨木市選挙管理委員会にご相談ください（TEL.072-620-1675）。

令和２年４月 12 日執行

茨 木 市 長 選 挙 選 挙 公 報
茨 木 市 選 挙 管 理 委 員 会
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